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新型インフルエンザ 対策本部長  寺園 喜基 

                                    対策本部事務局 総務課(Tel:092-823-3787) 

 

新型（豚）インフルエンザ国内感染にあたっての対応について【第 4報】 

 

今回、次の変更に伴い「第 4 報」をお知らせします。 

１．新型インフルエンザの発熱外来は終了となり、一般の医療機関で診療が開始されました。 

２．新型インフルエンザ電話相談窓口の連絡先、対応曜日・時間が変更になりました。 

３．事務局の組織再編に伴い、対策本部事務局が「総務課」に変更になりました。 

 

現在、新型（豚）インフルエンザ感染事例が福岡市内の大学でも確認されています。 

学生・生徒・園児及び保護者・保証人の皆さん、教職員各位におかれましては、引き続き、

感染防止に努められますとともに、当対策本部からの情報を、学院ＨＰ、大学ＨＰ、ＳＡＩ

ＮＳポータル、学内掲示板等で、定期的に確認いただくようお願いします。 

 

Ⅰ．インフルエンザの症状が見られる場合 

 

１．発熱や咳などのインフルエンザの症状がある場合には、登校･出勤せず、速やかに医療

機関で医師の診断を受けてください。また、受診前には、必ず、電話で受診時間など

の確認を行い、受診の際は周囲の人への感染防止のため、マスクを着用してください。

なお、受診する医療機関がわからないときは、以下に示す「新型インフルエンザ電話

相談窓口」に相談の上、指示された医療機関を受診してください。 

 

２．新型インフルエンザまたはその疑いと診断された場合は、Ⅴ．(１)所定の連絡先にも

必ず連絡してください。 

 

Ⅱ．感染予防について 

感染予防対策は個々人の注意と予防策の励行が基本です。文科省の方針に基づく以下の

項目をご参照の上、慎重かつ冷静に行動していただくようお願いします。 

 

１．外出にあたっては、人混みを避けるとともに症状のある人に近寄らないことや、マス

クの使用、うがいと石鹸による充分な手洗い、咳エチケット(注)など日頃からの季節性

インフルエンザ感染予防を行ってください。 

 (注)咳エチケット：咳が続いているときはマスクをする、咳やくしゃみの際に、飛沫が

拡散しないように、ティッシュなどで口と鼻を被い、他の人から顔をそむけ、できる限

り１～２メートル離れることなど。 

 

２．十分な栄養や睡眠をとり体調管理に努め、風邪の症状など体調不良がある場合や、家



族など接触が密な方が新型インフルエンザと診断された場合は、別紙の健康観察票を活

用して、健康観察（検温と症状の確認）を行ってください。 

 

Ⅲ．海外への渡航について 

 

１．新型インフルエンザ発生国・地域への不要・不急の渡航はできるだけ避けてください。や

むを得ず、渡航する場合は、外務省が発出している渡航情報

（http://www.anzen.mofa.go.jp/）を参考にして適切な判断をお願いします。 

なお、発生国にかかわらず渡航に際しては、（１）の事項をⅤ（１）所定の連絡先へ届出

てください。 

（１）連絡事項 

 ①渡航先 

 ②渡航期間 

 ③緊急連絡先 

（２）やむを得ず渡航する場合 

 ①上記Ⅱの感染予防対策を励行してください。 

 ②発生国・地域からの帰国後 7 日間は、毎日、別紙の健康観察票を活用して体調を確認

してください。 

 

Ⅳ.休講及び学校閉鎖について 

 福岡市内での感染者数が増大した場合や学院内に患者が発生した場合など状況によって、

休講及び学校閉鎖を行なう場合があります。 

 その際は、学院ＨＰ、大学ＨＰ、ＳＡＩＮＳポータル、学内掲示板、各学校・園の所定

の連絡経路を通じてお知らせいたします。 

 

Ⅴ．連絡及び問合せ先について 

 

（１）所定の連絡先  

①保育園園児、保育士、職員   ：保育園事務室（７６１－３４０８） 

②幼稚園園児、教諭、職員    ：幼稚園事務室（７５１－６６５０） 

③小学校教職員         ：小学校設置準備室（８４１－１６００） 

④中学校・高等学校生徒、教職員  ：中学校・高等学校事務室（８４１－１３１７） 

⑤大学生            ：学生課（８２３－３３１１） 

⑥大学院生            ：大学院事務室（８２３－３３６８） 

⑦法科大学院生           ：法科大学院事務室（８２３－４７０２） 

⑧大学教職員           ：人事課（８２３－３２１７） 

 

（２）新型インフルエンザ電話相談窓口 

区分 機関 連絡先 対応時間 

中央保健所 ０９２－７６１－７３２８ 9:00～17:00（月～金） 

早良保健所 ０９２－８５１－６０１２ 9:00～17:00（月～金） 

福岡市 

城南保健所 ０９２－８３２－５２１０ 9:00～17:00（月～金） 



西保健所 ０９２－８９５－７０７３ 9:00～17:00（月～金） 

南保健所 ０９２－５５９－５１１６ 9:00～17:00（月～金） 

博多保健所 ０９２－４１９－１０９１ 9:00～17:00（月～金） 

東保健所 ０９２－６４５－１０７８ 9:00～17:00（月～金） 

北九州市 北九州市 ０１２０－１２－１１５ 8:30～17:15（月～金） 

久留米市 久留米市 ０９４２－３０－９７３０ 9:00～17:00（月～金） 

大牟田市 大牟田市 ０９４４－４１－２６６９ 8:30～17:15（月～金） 

筑紫保健福祉

環境事務所 

(以下保健福所) 

０９２―５１３－５５８４ 

粕屋保健福所 ０９２－９３９－１５２９ 

宗像保健福所 ０９４０－３６－２３６６ 

朝倉保健福所 ０９４６－２２－３９６４ 

糸島保健福所 ０９２－３２２－１４３９ 

遠賀保健福所 ０９３－２０１－４１６４ 

鞍手保健福所 ０９４９－２３－３１２０ 

嘉穂保健福所 ０９４８－２１－４９７２ 

田川保健福所 ０９４７－４２－９３４５ 

久留米保健福所 ０９４２－３０－１０５４ 

八女保健福所 ０９４３－２２－６９６０ 

山門保健福所 ０９４４－７２－２１８５ 

福岡県 

京築保健福所 ０９３０－２３－３９３５ 

8:30～17:15（月～金） 

※緊急時の場合は、時間外にお

いても、左記番号へ電話下さい。 

 

（３）緊急時の連絡先 

西南学院本部・大学 総務課（新型インフルエンザ対策本部事務局） 

・E-mail：gen@seinan-gu.ac.jp 

・TEL：092-823-3787（月曜から金曜の８：４５～１７：２０） 

          ※夏季休暇期間中は９：１５～１７：２０ 

    092-841-1316（上記以外の時間帯） 

  ・FAX: 092-823-3227 

 

■ 参照･参考情報 

・ 厚生労働省新型インフルエンザ対策関連情報 

(http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/)  

・ 福岡県感染症情報新型インフルエンザ関連情報 

(http://www.fihes.pref.fukuoka.jp/~idsc_fukuoka/h1n1flu/index.html) 

・ 福岡市新型インフルエンザに関する情報 

(http://www.city.fukuoka.lg.jp/pflu/index.html) 

・ 福岡市新型インフルエンザ対策本部からのお知らせ 

(http://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/15037/1/090722poster.pdf) 

以 上 


